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右
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三 

少
年
法
第
六
十
一
條
に
罰
則
を
設
け
る
立
法
的
措
置
を
と
る
意
図
あ
り
や
。
当
局
の
見
解
如
何
。 

一 

少
年
保
護
事
件
に
つ
き
、
旧
少
年
法
（
第
七
十
四
條
）
に
は
記
事
等
の
掲
載
に
罰
則
が
あ
つ
た
が
、
現
行
少
年
法
に
は
罰

則
が
除
か
れ
て
い
る
。
そ
の
立
法
の
趣
旨
如
何
。 

二 

新
聞
社
は
、
往
々
少
年
保
護
事
件
を
ス
ク
ー
プ
し
、
紙
上
に
記
事
等
を
掲
載
す
る
た
め
、
少
年
の
保
護
、
更
生
に
支
障 

を
與
え
が
ち
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
当
局
の
見
解
如
何
。 

右
質
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す
る
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少
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第
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十
一
條
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記
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等
の
掲
載
の
禁
止
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